
時下益々ご健勝のこととお慶び、申し上げます。謹啓

保険医療行政の運営につきましては、日頃から格別のご尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。

「第22回医療経済実態調査(医療機関さて、当協議会におきましては、今般、

等調査)Jを実施することとし、令和元年5月下旬に調査対象施設へ調査票を送付

致します。

この調査は、病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営の実

態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として

2年iこ1度行っております。

調査票は無作為抽出した医療機関等に送付いたしますが、調査対象となった医療

機関等におかれましては、有効回答率向上のためご回答いただけますよう、会員等

の方々に対し、ご周知方ご協力を賜りたくご依頼申し上げます。

敬具

殿会長公益社団法人全日本病院協会

令和元年5月 30日

英:桂三

辺田長
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厚生労働省保険局

樽長局



開 設者

管理者
本美

令和元年 5月

「第 22回 医療経済実態調査(医療機関等調査)Jへのご協力のお願い

謹啓 時下益々ご健勝のこととお慶び、申し上げます。

保険医療行政の運営につきましては、日頃から格別のご尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。

さて、当中央社会保険医療協議会は、厚生労働大臣の諮問に応じて審議・答申な

どを行っております。

このたび¥当協議会では、 「第 22回医療経済実態調査(医療機関等調査)Jを

実施することといたしました。

この調査は、病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における塁業経営の実

態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として

2年に 1度行っております。また、令和元年 10月に消費税率の引上げが予定されて

おり、今回の調査でも前回(第 21回)調査と同様に、費用に含まれる医療機関等

の消費税負担の状況を把握することとしております。

今回の調査に当たっては、調査対象約 9，300 (笛所数)施設を無作為に抽出いた

しました。

ご回答は、原則全ての調査項目についてお願い申し上げます。ただし、平成 29年

及び平成 30年の税務申告において青色申告を行った個人立一般診療所・個人立歯科

診療所については、特別に調査項目を一部省略する形式にて回答いただくことも可

能です。

なお、この調査業務・集計業務は株式会社健康保険医療情報総合研究所に委託し

ています。

また、この調査は統計法に基づき一般統計調査として承認されており、調査報告

の秘密は保持され、調査票は集計して調査結果を得るためだけに使われます。

この調査の内容に関するご質問は、厚生労働省の医療経済実態調査事務局にご連

絡いただきたく存じます。

1 



厚生労働省としましては、今後も社会保険診療報酬の充実に努めてまいりますの

で、ご多忙の折、大変恐縮に存じますが、調査の趣旨をご理解の上、ご協力賜りま

すようお願い申し上げます。

敬具

中央社会保険医療協議会

会長田辺国昭

厚生労働省保険局

局長樽見英樹

この調査の結果は、社会保険診療報酬改定についての議論のための重要な基礎資

料として活用されますので、施設の規模や開設主体にかかわらず、わが国の医療経

営の実態がありのままに反映される必要があります。

皆さま方のご回答が今後の診療報酬の“あるべき姿"へ向けた出発点となります。

日々の診療などでお忙しいとは存じますが、ぜひとも、ご協力賜りますようお顧い

申し上げます。

2 



第 22田重宝療経済実態調査(医療機関等調査)rこ闘する

ホームページの利関方法等のご案内

このたび、「第 22回医療経済実態調査(医療機関等調査)Jのホームページ
を開設しましたので、ご案内申し上げます。
本ホームページで、電子調査票 (E>くcel版〉又は電子調査票 (Web版〉の利用、

よくあるご質問への回答やお知らせの確認等をご活用いただければ幸いです0

1 ホームページの利用開始時期

本年5月31日(金〉からご利用いただけます。

2 ホームページの URL

インターネットブラウザに次の URしを入力ください。

https:jjwww，ji 

※本ホームページにアクセスできなかった揚合、 MicrosoftWindows 1 0、Windows7、

Windows 8.1 より以前のパソコン端末をご利用している司能性がございます。該当端末

は、マイク口ソフト社のサポートが終了しているだめ、原則としてアクセスができません。

申し訳ございませんが、ホームページヘアクセスできない万で電子謂査票 (Excel版〉で

の回答をご希望の万は、調査票に記載のフリーダイヤルヘご連絡ください。

3 ホームページの内容

(1 )医療経済実態調査について
(2)よくあるご質問
(3)電子調査票 (E>くcel版〉の取得、提出
(4)電子調査票 (Web版〉の利用

4 10及びパスワード

本ホームページをご利用する際、必要となる 10
及びパスワードは、本書に同封の調査票(岡子〉
の表紙下部に記載されております。
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5 調査票の提出方法

本ホームページを利用して、電子調査票 (Excel版、 Web版いずれか〉により

ご回答いただく手)11買は以下の通りです。

1。本ホームページにアクセスして口グインする

https:llwww.jiccho2019固jpl

電子調査票 (Excel の揚合 電子調査票 (Web版〉の揚合

2.電子調査票の取得 | 
1 2 電子調査票 (W叫 〉 ヘ 移 動

(本ホームページからダウンロード)I 
際務謬懸霧察務露軍 l 

t 噛礎遜畿議畿欝僻伊片 1 

! 1 3.回答(ファイルに入力〉 13匹 Wぬ上 … 〉

醸謬霧謬察署 t 

t 咽函噛韓関凶k l 

11 4.提出

(本ホームページ上でアップロード〉
J1 4 提出 (Web上にて登録〉

※通信方法は高いセキュリティを維持する疋め、 TLSi.2による暗号化通信を設定しております。

間設定により通信内容を、盗聴@改ざん。なりすましから守ります。

ホームページから電子調査票で回答し1だだく手順に関しましては、本書に同封

の「電子調査票のご利用ガイド」をご覧ください。

なお、電子調査票がご利用いただけない揚合は、本書に同封の調査票(冊子〉

に芭接ご記入いだだき同封の返信用封筒でご返送ください。

調査票の提出期限は、令和元年 7月12日(金〉です。

また、厚生労働省ホームページにおいてち本調査につきましてご案内しており
ますので、必要に応じてこちらもご参照ください。

く厚生労働省ホームページ 「医療保険分野のトピックスJ
(令和元年5月31日(金〉掲載予定〉よりご参照ください〉

https:j jwww.mhlw.go.jpjstfjseisakunitsuitejbunyajtopics_150856_142.html 

本件に関するご質問等ございましたら、調査票(電子調査票もしくは調査票問

子〉をお手元lこご用意いただき、下記事務局までお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉

{厚生労働省 医嶺経済実態調査事務員]
フリーダイヤル 0120-241-466 
7リーダイヤルFAX 0120-241-467 
メールアドレス info@jiccho2019.jp 
ホームページ https:jjwww.jiccho2019.jpj 
受付時間 月曜日~金曜日(祝日除く)

9:00-17:00 


